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　　　会員各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）袋井建設業協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建災防袋井分会

令和6年2月1日施行
テールゲートリフターの操作に係る特別教育　受講希望者数調査

　大至急のご連絡です。
　ご存じの方もあるかと思いますが、静岡県労働局及び磐田労働基準監督署より「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が令和6年2月から施行される旨の案内がありました。テールゲートリフターを使用して荷を積み下ろす作業への特別教育が義務化されます。詳細は別添資料をご確認ください。
　
荷を積み降ろす作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象に追加されました。令和６年２月１日以降は、労働安全衛生法第５９条第３項の規定により特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターによる荷役作業を行うことはできません。 

建設業においても、作業の中で荷を積み降ろす作業におけるテールゲートリフターの操作が必要になると思われます。特に舗装作業の場合が考えられます。
現在この特別教育の受講機会がとても少ないようです。

　つきましては、当会員事業場の受講希望者の状況を把握して、対応したいと思います。施行の時期が迫っておりますので、大変お忙しい時期にお手数ですが、
受講希望がある場合は下記に人数を記入し、協会事務局宛に至急ご報告をお願いします。調査提出期限は12月12日（火）とさせて頂きます。
ご協力のほどお願いいたします。

　
　≪参考≫
　テールゲートリフターの操作の業務が特別教育　学科４時間　実技２時間
　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袋井建設業協会事務局　担当：鈴木敦子
令和6年2月1日施行
テールゲートリフターの操作に係る特別教育
受講希望者数調査表

	会社名
	

	担当者氏名
	

	受講希望者数
	　　      　名

	磐田労働基準協会
加入の有無　※１
	有　　・　　無


　※1　磐田労働基準協会の加入の有無については参考にお聞きします。

　　　　
　　　　報告期限　令和5年12月12日（火）
送 付 先　袋井建設業協会事務局　
Fax：０５３８－４２－４３３０



袋井建設業協会事務局　担当：鈴木敦子
